
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答
1 交通誘導員配置に関

して
交通誘導警備員　配置図において、車線規制は（吊足場設置・撤去時・移動
足場施工時）となっておりますが、はつり工・表面処理工のように水の供給
や汚泥吸引車の配置が必要な工種における人数配置に関しては、別途設計変
更協議と考えてよいのかご教授願います。

交通誘導警備員の配置場所、配置人数については、設計図「交通誘導警備
員　配置図」及び特記仕様書19-5-1「種別及び配置」に示すとおり、施工
時においても配置することとしています。そのため、はつり工・表面処理
工のように水の供給や汚泥吸引車の配置が必要な工種においても、交通誘
導警備員を配置する予定としており、想定する人数については予め数量に
計上しています。

質問書に対する回答

　件名）東京外環自動車道　中根高架橋はく落対策工事


